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健康推進課
お知らせ

お問い合わせは、
（☎63・3801）まで。

■
期　

間　

平
成
27
年
６
月
１
日

　
　
　
　

〜
平
成
28
年
２
月
29
日

■
場　

所　

受
診
券
に
同
封
す
る

一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
医
療
機
関

■
対
象
者　

75
歳
以
上
の
方

（
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
が

い
認
定
を
受
け
ら
れ
た
方
を
含
む
）

■
費　

用　

６
０
０
円

■
お
申
し
込
み
方
法

　

対
象
の
方
に
は
、５
月
下
旬
に
受

診
券
を
直
接
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

（
受
診
券
発
行
の
申
込
み
手
続
き
は
、

不
要
に
な
り
ま
し
た
）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療

�

広
域
連
合

　

☎
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
８
８

後
期
高
齢
者
医
療

�

健
康
診
査
の
ご
案
内

◎
倒
産
や
解
雇
、雇
い
止
め
な
ど

に
よ
る
離
職
を
さ
れ
、国
民
健
康

保
険
に
加
入
さ
れ
た
方
へ

　

離
職
さ
れ
た
翌
日
か
ら
翌
年
度
末

ま
で
の
期
間
、国
民
健
康
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、雇
用
保
険
受
給
者
証
、保

険
証
、印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、税
務
課

で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
　
　
（
天
引
き
）さ
れ
て
い
る
方

　
　
　
　
　

ま
た
は
予
定
の
方
へ�

　

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
か
ら
の
納
付
方
法
を
申
請
に

よ
り
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。そ
の
場
合
認
め
印
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課
国
民
健
康
保

険
税
係（
☎
６
３
・
３
８
０
２
）ま
で
。

お問い合わせは、
（☎63・3802）まで。

税 
務 
課

お
知
ら
せ

項　目

基 礎 課 税 分
（医療給付費分）

後 期 高 齢 者
支 援 金 分 介 護 納 付 金 分

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

所 得 割 額 ６．４０％ ７．２５％ ２．１５％ ２．７０％ ２．２０％ ２．２３％
資 産 割 額 ２６．２０％ ３０．００％ ８．５０％ １０．８０％ １０．４０％ １１．７０％
均 等 割 額 ２４，２００円 ２８，２００円 ８，０００円 １０，２００円 １０，８００円 １２，２００円
平 等 割 額 ２０，１００円 ２2，７００円 ６，６００円 ８，２００円 ５，９００円 ６，４００円
賦 課 限 度 額 ５１万円 ５２万円 １６万円 １７万円 １４万円 １６万円

国民健康保険税の
� 税率が変わります

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよ
う、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。
　しかしここ近年、加入者の高齢化や医療技術の高度化などにより、医療費
が年々増加し続けており、国民健康保険運営は非常に厳しい状況となって
います。
　加入者のみなさまに安心して医療を受けていただくため、下表のとおり
保険税の改正を行うこととなりました。ご理解とご協力、よろしくお願いし
ます。

◎平成27年度の税率等
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認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です
　認知症は高齢者だけの病気ではありませんが、高齢化が進むに従って増加する傾向に
あります。日高町では「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症になっても安心し
て暮らせる地域づくりを進めていきます。

（お申込み・お問い合わせ先）　日高町地域包括支援センター
� 日高町高家６２６番地（役場健康推進課内）��　　　　　　
� ☎６３・３８０１　FAX６３・３８４６

　認知症サポーター養成講座では !
　認知症の正しい理解・啓発のための、養成研修
を受けた「キャラバン・メイト」が各地に出向いて
講座を開催します。
　「認知症とは何か」「認知症の人にどのように接
すれば良いか」などについて、映像を交えながらわ
かりやすく説明します。
　認知症サポーターとは、認知症について正しく
理解し、認知症の方やそのご家族を地域や職場で
見守り、支える人をいいます。

「認知症サポーター養成講座」
内　容　�「認知症とは？」「認知症の人への接し方」

の解説、ビデオ上映など
時　間　１時間〜１時間30分程度（応相談）
対　象　町内在住の方、町内在勤の方
人　数　５名程度から

　講座修了者には、サポーター
の証「オレンジリング」をお渡
しします。

こんにちは 日高町地域包括支援センター

認知症サポーター養成講座
� を受けてみませんか？

です！

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
相
部
屋

（
多
床
室
）に
入
所
す
る
方（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
利
用
者
を
含
む
）の
う
ち
、

住
民
税
課
税
世
帯
の
方
等
に
つ
い
て

は
、平
成
27
年
８
月
か
ら
新
た
に「
室

料
相
当
」を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す

る
方
、シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
短
期
入
所

生
活
介
護
、予
防
短
期
入
所
生
活
介

護
）を
利
用
す
る
方
の
う
ち
、相
部
屋

（
多
床
室
）に
入
所
し
て
お
り
、食
費
・

部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
受
け
て
い
な

い
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
相
部
屋（
多
床
室
）の
方
の
み
予
定

※�

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
該
当
す
る
方
な
ど
、

食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
受
け
て
い
る

方
に
つ
い
て
は
、部
屋
代
負
担
の
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん

■
値
上
が
り
の
時
期

　

平
成
27
年
８
月
１
日
以
降

■
値
上
げ
額
に
つ
い
て

　

具
体
的
な
部
屋
代
に
つ
い
て
は
、

施
設
と
入
所
者
の
方
な
ど
の
契
約
事

項
と
な
り
ま
す
の
で
、個
別
に
各
施

設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

低
所
得
の
方
の
相
部
屋（
多
床
室
）の
居
住
費

の
基
準
と
な
る
額（
基
準
費
用
額
）に
つ
い
て

は
、１
日
当
た
り
３
７
０
円（
平
成
27
年
４
月

時
点
）か
ら
８
４
０
円
へ
と
変
更
に
な
り
ま
す

■
部
屋
代
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
、相
部
屋（
多
床
室
）の

部
屋
代
の
う
ち
、光
熱
水
費
に
つ
い

て
は
、入
所
者
の
方
な
ど
に
ご
負
担

い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、室
料
相

当
の
額
に
つ
い
て
は
、介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、介
護

保
険
か
ら
の
給
付
の
対
象
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

一
方
で
、自
宅
で
暮
ら
し
て
い
る

方
や
個
室
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方

は
、ご
自
身
で「
室
料
相
当
」も
含
め

た
部
屋
代
を
負
担
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、今
回
の
見
直
し
で
、相
部
屋

（
多
床
室
）の
場
合
に
つ
い
て
も
部
屋

代
の
全
体
を
、入
所
者

の
方
な
ど
の
自
己
負

担
と
す
る
こ
と
が
原

則
と
な
り
ま
す
。

特
養
の
多
床
室
に

入
所
す
る
方
の
部
屋
代

�
負
担
に
つ
い
て


